
（
つ
づ
く
） 
アジアの家族法 
                       

マレーシア家族

ラサマニ・カンディア

(弁護士、マレーシア女性法律家協会会
 

訳 桑原尚子（ＪＩＣＡ専門家（民商法ア

(元日本学術振興会特別研究

監修 小川富之（愛知学院大学法学部教授）

に
従
う
。
中
国
系
マ
レ
ー
シ
ア
人
は
そ
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ロ
ー
に
従
う

こ
と
と
な
り
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
家
族
に
関
す
る
事
項
を
規
律
す
る

の
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
法
で
あ
る
【
注
１
】。
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
家
族
法
が
適
用
さ
れ
る
。 

 

 

婚
姻
・
離
婚
法
（La

w Ref
orm

 (
Mar

ria
ge

 an
d Div

orc
e)

 Ac
t 197

6, 

以
下
現
行
婚
姻
・
離
婚
法
（LRA

）
）
は
、
一
九
八
二
年
三
月
一
日
に
施

行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
一
夫
一
婦
婚
、
婚
姻
成
立
要
件
と
し
て
の
挙
式

お
よ
び
そ
の
登
録
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
従
来

の
離
婚
に
関
す
る
規
定
は
改
正
・
統
一
さ
れ
一
夫
一
婦
婚
お
よ
び
離
婚

に
関
す
る
規
定
が
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
配
偶
者
、
前
配
偶
者
な

ら
び
に
子
の
扶
養
、
子
の
監
護
お
よ
び
夫
婦
の
財
産
（ma

tri
mon

ial 

p
rop

ert
y

）
に
つ
い
て
の
規
定
も
盛
り
込
ま
れ
た
。
原
則
と
し
て
、
同

法
は
マ
レ
ー
シ
ア
国
内
に
い
る
す
べ
て
の
者
お
よ
び
国
外
に
居
住
す
る

が
マ
レ
ー
シ
ア
国
内
に
ド
ミ
サ
イ
ル
（
本
拠
）
を
有
す
る
す
べ
て
の
者

に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
ム
ス
リ
ム
お
よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
法

に
基
づ
い
て
婚  
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は
じ
め
に 

 
 

 
 

マ
レ
ー
シ
ア
の
家
族
法
を
理
解
す
る
た
め
に
は
多
様
な
人
口
構
成
を

考
慮
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
マ
レ
ー
シ
ア
に
は
様
々
な
種
族
（r

ace
s

）

が
存
在
し
、
人
々
の
宗
教
、
慣
習
お
よ
び
慣
行
も
多
様
で
あ
る
。
家
族

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
は
各
人
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ロ
ー

）


